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1　不動産事犯の検挙状況

令和5年中、不動産事犯全体で20事件40人
を検挙しており、前年に比べ、事件数で10事
件、人員で11人それぞれ減少した。
法令別では、宅地建物取引業法違反が7事
件10人、建設業法違反が8事件18人、建築基
準法違反が2事件3人と、これらの法令違反
で不動産事犯全体の8割以上を占める結果と
なった。

2　違反態様

令和元年から同4年までの間、宅地建物取
引業法違反と建設業法違反が、不動産事犯全
体の5割以上を占めており、令和5年もその
傾向が継続している。
違反態様を見ると、無免許の宅地建物取引
業や無許可の建設業の違反が目立っている。

3　暴力団の関与状況

令和5年中の不動産事犯検挙人員40人のう
ち、暴力団関係者は9人と全体の約2割以上
を占め、令和4年と比較すると増加している。
法令別では、いずれも建設業法違反事件で
ある。

4　主な検挙事例

⑴　宅地建物取引業法違反事件
宅地建物取引業者Aは、県知事から宅地建

物取引業の免許を受け、建物の貸借の媒介等
を営むものであるが、令和4年6月から同年
11月までの間、4回にわたり、集合住宅の貸
借契約を媒介するに当たり、国土交通大臣が
定める媒介に関して受け取ることができる報
酬の額をこえる報酬を、貸主等から受けたも
の。令和5年1月、Aを検挙した。
⑵　建設業法違反事件
行政書士Bは、県知事から建設業法の定め

る一般建設業許可を受ける建設法人6社の代
理人として行政書士業務を行うものである
が、令和2年10月から令和4年1月までの間、
6回にわたり、その業務において、県知事に
対し、法人の毎事業年度終了時における変更
届出書を提出するに当たり、架空の工事経歴
書を作成して、これを変更届出書の添付資料
として提出したもの。令和5年2月、Bと法
人6社を検挙した。
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